
 

『金融庁、地域銀の業績に危機感 信用コスト急増を懸念』 

 
 金融庁が地域銀行の今後の業績に危機感を強めている。一部報道によると、同庁は地域銀に対して

金融仲介機能の強化を求めるとともに、経営改革を支えるガバナンスにもメスを入れ、早めの対応を

促す観点から早期警戒制度を見直す考えだ。その背景には地域銀の信用コスト急増リスクの高まりが

ある。２０１７年度の信用コスト率は３ベーシスポイント（１ｂｐ＝０．０１％）と歴史的な低水準で推移したが、

同率が過去１５年平均に近い２０ｂｐ上昇すれば、地域銀１０６行（埼玉りそなを含む）のうち２１行で信用

コストがコア業務純益（投資信託解約益控除後ベース）を超え、リーマン・ショック級の危機が起これば８

２行で上回る。金融仲介機能の強化については、９月に公表した１８事務年度の

行政方針を基に、１０年近く真正面からノウハウを磨いた地域銀は安定収益を

維持できる傾向が強いという認識がある。金融仲介が収益につながるには長い

期間を要するが、同庁は地域銀が本気で取り組んでいるなら見守る構え。今後、

社外取締役と同庁が意見交換する手法を地域銀にも導入、地域銀にも形式的

な取締役会から脱し、戦略の方向性を議論できる体制づくりを促す。さらに、早

期警戒制度の見直しと合わせ、深刻な事態を見据えた監督対応も検討する。 
 

 『 東京と大阪に統括国税実査官 消費税調査を強化へ―国税庁』 
 
 国税庁は３１事務年度（３０年７月～３１年６月）入りに合わせ、消費税調査

のフロントランナーとして統括国税実査官（消費税担当統実官）を設け、東

京国税局と大阪国税局にそれぞれ１人ずつ配置した。統実官の設置は、国

際化・ＩＣＴ化の進展などを背景に、消費税「固有の非違」に係る事案が多様

化してきたため。 

 消費税担当統実官には、他局や関係行政機関を含む関係部署と円滑か

つ緊密に連携・協調することにより、（１）消費税の観点からの情報収集・分

析や調査企画等に取り組む（２）消費税に関する調査手法・情報分析手法

を含めたノウハウを開発・共有し、調査実施部署での消費税調査の質的・

量的な充実を図る―ことが期待される。 

 国税庁は最近、不正還付を含む不正計算や固有の非違を念頭に置いた消費税調査等に重点的に

取り組んでいるが、消費税担当統実官の設置により▽法人税の観点で調査選定を行った一般同時調

査においては、消費税の固有の非違の把握を意識した調査の実施を徹底する▽消費税の観点から実

施する重点項目調査については、固有の非違を念頭に調査を実施する―方針。消費税率の１０％へ

の引き上げと軽減税率制度の導入を控え、消費税に関する調査はこれまで以上に強化される方向に

あるといえる。 
 
   出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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